
「振替投資信託受益権特定口座内保管上場株式等移管依頼書」への記入方法 

当社特定口座から他社特定口座へ投資信託の振替を希望する場合に必要な書類となります。 

（当社から他社への振替） 

 

 

■ 1 銘柄につき 1,050 円（上限 31,500 円）の移管手数料がかかります。 

※同一の銘柄であっても一般型、累投型は別銘柄として取り扱います。 

 

■ 同一銘柄の一部数量移管はできません。 

 

■ 千円積立をご利用で、振替予定日までに指定日（自動引落またはお預り金が拘束される日）が到来する銘柄について

は、指定日を含めて５営業日前までに積立中止・変更のお手続きをいただいたうえでお申込みください。 

（書類に不備等がない場合は、通常当社へ書類が到着した日の７営業日後に振替先へ移管されます。） 

 

■ 振替先は同一名義人に限ります。他人名義口座への振替は出来ません。 

 

 

 
移管を希望される銘柄の銘柄名・数量・

累投/一般の別をご記入ください。 

 

移管先での取扱銘柄に限ります。 

※詳細は移管先にご確認ください。 

 

移管希望銘柄が代用・注文中の場合

はお手続きできません。 

代用→保護 

注文中→注文取消 

上記手続き後にお申込みください。 

 

【口座番号】 

８桁の口座番号をご記入ください。 

 

【届出日】 

記入日をご記入ください。 

 

【現在の届出内容】 

現在当社にご登録の氏名・住所・ 

生年月日・連絡先をご記入ください。 

 

【印鑑欄】 

当社届出印をご捺印ください。 

 

・口座開設時に印鑑未登録 

・届出印を失念、紛失 

上記に該当する場合はスタンプ印 

以外の印鑑をご捺印のうえ本人確認

書類を同封ください。 

 

 

移管先の会社名・部支店名等、 

全ての項目についてご記入ください。 


